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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
号

令
和
三
年
七
月
四
日
執
行
の
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選

挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
号
）
第
二
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号

令
和
三
年
七
月
四
日
執
行
の
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
当

選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し

た
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
久
留
米
市
柳
窪
二
丁
目
七
十
六

番

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

千
葉
雄
二
郎

小
平
市
鈴
木
町
二
丁
目
六
百
二
十

一
番
二
十
一

小
金
井
市
東
町
四
丁
目
四
十
二

番
一－

二
〇
六
号

株
式
会
社
コ
ス
モ
ズ

代
表
取
締
役

佐
野

浩

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

九
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


